
庁名

500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円

民事訴訟 通常訴訟 10 10 12 10 6900円 7000円

当事者が１名増えるごとに、
２４４０円分（５００円４枚、１
１０円４枚）を、予納金の場
合は２０００円をそれぞれ加
算してください（ただし、原
告に代理人が受任する事件
については１名とする。）。

民事調停 民事調停 5 5 10 850円 4000円

当事者が１名増えるごとに、
３２０円分（１００円２枚、５０
円１枚、１０円７枚）を、予納
金の場合は２０００円をそれ
ぞれ加算してください。

担保不動産競売申立て 0円 600000円 事案に応じて加算

強制競売申立て 0円 600000円 事案に応じて加算

担保不動産収益執行申立て 0円

形式的競売申立て 0円

自動車競売申立て 0円

債務名義に基づく債権差押え 4 1 6 2840円

左記は債務者１名・第三債
務者１名で第三債務者に対
し、陳述催告の申立てをする
場合

※債務者が１名増えるごと
に１２２０円分（５００円２枚、
１１０円２枚）を追加してくだ
さい。

※第三債務者が１名増える
ごとに１５１０円分（５００円２
枚、１８０円１枚、１１０円３
枚）を追加してください。

養育費等に基づく債権差押え 4 1 6 2840円 同上

抵当権に基づく物上代位として
の賃料差押え

0円

財産開示 0円
6000円
（この予納金から郵便料を
支出します。）

情報取得 0円

【預貯金】
5000円
【給与】
６０００円
【不動産】
６０００円
（いずれもこの予納金から
郵便料を支出します。）

【預貯金】
左記は第三者１名の申立て
をする場合
※第三者が１名増えるごと
に予納金４０００円を追加し
てください。
※郵便切手１１０円（１１０円
１枚）×（申立人分＋第三者
の人数分）も提出してくださ
い。
【給与】
左記は第三者１名の申立て
をする場合
※第三者が１名増えるごと
に予納金２０００円を追加し
てください。
※郵便切手１１０円分も提
出してください。
【不動産】
※郵便切手１１０円分も提
出してください。

動産執行 0円

不動産引渡（明渡）執行 0円

債権仮差押 5 4 2 3 3100円

左記は債務者１名・第三債
務者１名の申立てをする場
合
※債務者が１名増えるごと
に１２２０円分（５００円２枚、
１１０円２枚）を追加してくだ
さい。
※第三債務者が１名増える
ごとに１８８０円分（５００円３
枚、１１０円２枚、５０円２枚、
２０円３枚）を追加してくださ
い。

不動産仮差押・仮処分（処分禁止） 4 2 2 4 2400円

【共通】
左記は債務者１名の申立て
で、１か所の登記所に登記
嘱託する場合
※債務者が１名増えるごと
に１２２０円分（５００円２枚、
１１０円２枚）を追加してくだ
さい。
※登記所が１か所増えるご
とに１１８０円分（５００円２
枚、５０円２枚、２０円４枚）を
追加してください。
【仮差押】
※滞納処分がある場合は、
１１０円分を追加してくださ
い。

不動産仮処分（占有移転禁止） 2 2 1220円

【無審尋事案】
左記は債務者１名の申立て
をする場合
※債務者が１名増えるごと
に１２２０円分（５００円２枚、
１１０円２枚）を追加してくだ
さい。
【要審尋事案（債務者の使
用を許さないもの）】
無審尋事案と同額の郵便
切手に、債務者数×４１０円
分（１１０円１枚、１００円３
枚）を追加してください。

破産 0円

別紙「破産手続開始申立て
に必要な収入印紙・郵便切
手等の一覧」のとおり

通常再生 0円

別紙「破産手続開始申立て
に必要な収入印紙・郵便切
手等の一覧」のとおり

個人再生 0円

別紙「破産手続開始申立て
に必要な収入印紙・郵便切
手等の一覧」のとおり

会社更生・特別清算 0円 個別にお問い合わせください。

保護命令 保護命令 2 1 5 2 10 2000円

労働審判 労働審判 6 6 10 10 10 4400円 4000円

当事者が１名増えるごとに１
８００円分（５００円３枚、１０
０円３枚、１００円３枚）を加
算してください。

民事執行

破産関係

予納金 備　考

保全

広島地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手

合計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）



庁名

令和７年１０月１日～

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

本人申立て

代理人申立て

個人
１５００円
(民訴費用法別表第一の
16項、17項ホ）

決定書等を窓口で受け取
る場合：110円×（（債権
者数＋債務者数）＋１０
枚）
決定書等を郵送で受け取
る場合：110円×（（債権
者数＋債務者数）＋１３
枚）

1万５４９９円

(官報公告費用）

　　　＋

官報公告費用以外の予納金については、申立

て後、個別に事案に応じて予納金額を定めて

裁判所からお知らせします。

法人
1000円
(民訴費用法別表第一の
16項）

決定書等を窓口で受け取
る場合：110円×（（債権
者数＋債務者数）＋２０
枚）
決定書等を郵送で受け取
る場合：110円×（（債権
者数＋債務者数）＋２３
枚）

1万４７８６円

(官報公告費用）

　　　＋

官報公告費用以外の予納金については、申立

て後、個別に事案に応じて予納金額を定めて

裁判所からお知らせします。

債権者申立て
２0000円
(民訴費用法別表第一の
12項）

６０００円

500円×４枚
110円×25枚
100円×10枚
50円×２枚
10円×15枚

個別にお問い合わせください。

カテゴリ 申立属性 手数料（収入印紙） 郵便切手 郵便切手内訳 予納金 備考

個人再生

決定書等を窓口で受け取
る場合：110円×（債権者
数×２）
決定書等を郵送で受け取
る場合：110円×（債権者
数×２＋１０枚）、10円×７
枚

1万３７４４円
(官報公告費用）

個人

決定書等を窓口で受け取
る場合：110円×（債権者
数×２＋40枚）
決定書等を郵送で受け取
る場合：上記窓口で受け
取る場合に加え、500円
×２、100円×２、５０円×
２、２０円×２、１０円×４

官報公告費用を含めた予納金について
は、申立て後、個別に事案に応じて予納金
額を定めて裁判所からお知らせします。

法人 上記に同じ 上記に同じ

管財

再生手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

通常再生

1500円
(民訴費用法別表第一の
16項、17項ホ）

10000円
(民訴費用法別表第一の
12項の２）

広島地方裁判所本庁・管内支部

破産手続開始申立てに必要な収入印紙・郵便切手等の一覧

同廃

決定書等を窓口で受け取
る場合：110円×債権者
数
決定書等を郵送で受け取
る場合：110円×（債権者
数＋３枚）

1万１８５９円
(官報公告費用）


